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富士宮市における相談受付体制

この他にも、様々な地域福祉活動に取り組んでいる団体があります。
詳しくは、富士宮市社会福祉協議会(☎22-0054)または
富士宮市地域包括支援センター(☎22-1591)までお問い合わせください。

富士宮市では、介護に関する悩みや相談のほか、健康、福祉、医療、生活などに
関する様々な相談に応じるための相談窓口として地域包括支援センターを設置して
います。
また、地域包括支援センターは、地域福祉活動団体、介護事業所、医療機関など
と連絡を取り合い、問題に応じて適切なサービスや機関、制度の利用につなげ、皆様
が安心して生活できるよう、お手伝いをしています。

芝川支部

富士根北
支部

富士根南
支部

上野支部

白糸支部

上井出支部

北山支部

富丘支部

大宮東支部

大宮中支部
北部

南部

中部 市

富士宮市

生活圏域（P3参照）

地域包括支援センター

西部

富士根

大宮西支部

大富士支部

1



「地域包括支援センター」では、介護に関する相談をはじめ、医療や健康、福祉、
生活に関することなど、「どこに相談したらよいかわからない」といった悩み
にも、問題に応じて適切なサービスや機関、制度の利用につなげます。

「地域包括支援センター」では、介護に関する相談をはじめ、医療や健康、福祉、
生活に関することなど、「どこに相談したらよいかわからない」といった悩み
にも、問題に応じて適切なサービスや機関、制度の利用につなげます。

富士宮市地域包括支援センター   ☎ (0544) 22 -1591富士宮市地域包括支援センター   ☎ (0544) 22 -1591

健 康 のこと健 康 のこと

権利を守ること権利を守ること

介護 のこと介護 のこと

さまざまな 相談 ごとさまざまな 相談 ごと・悪質な訪問販売の被害にあった

・年金を家族や他人に悪用されている

・今後の財産管理が不安

・成年後見人制度について知りたい

・虐待にあっている人がいる

・虐待をしてしまう　　　など

・ 介護保険制度について知りたい

・ 身の回りのことに不安が出てきた

・ 家族の介護に疲れてしまった

・ 介護の方法について知りたい

・ 高齢者向けの施設について知りたい

　　　　　　　　　    など

・心身の健康に不安がある

・今の健康を維持したい

・最近物忘れをする

・むせやすくなった　など

・日頃の生活で困ったことがある

・悩みを聞いてほしい

・生きがいづくりの場がほしい

・近所の高齢者のことが心配

・高齢者を支える活動をしたい

・認知症についての勉強がしたい

　　　　　　　　　　　  など
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地域包括支援センター名 担当地区 所在地 電話番号

北部地域包括支援センター

猪之頭・上井出・芝山・人穴・麓・
根原・富士丘・北山１・北山２・
北山３・北山４・山宮１・山宮２・
山宮３・山宮４・内野・狩宿・半野・
原・上条上・上条下・下条上・下条下・
精進川上・精進川下・馬見塚

上井出１２８５－１
（特別養護老人ホーム

しらいと内）
☎54-1092

富士根地域包括支援センター

粟倉１・粟倉２・粟倉３・粟倉４・
舟久保・村山１・村山２・村山３・
粟倉南・上小泉・大岩１・大岩２・
大岩３・杉田１・杉田２・杉田３・
杉田４・杉田５・杉田６・小泉１・
小泉２・小泉３・小泉４・小泉５・
小泉６

小泉１８５４－３
（障がい者福祉セン
ター小泉敷地内）

☎21-3611

南部地域包括支援センター

常磐・浅間・神田・木の花・城山・
高嶺・宮本・琴平・三園平・二の宮・
ひばりが丘・神田川・黒田・星山1・
貫戸・山本・高原・高原１・高原２・
田中

星山１０５８
（特別養護老人ホーム

星の郷内）
☎23-3328

富士宮市地域包括支援センター
日の出・瑞穂・大和・咲花・阿幸地・
富士見ヶ丘・源道寺・舞々木

弓沢町１５０
（富士宮市役所内）

☎22-1591

中部地域包括支援センター
（サブセンター）

万野１・万野２・万野３・万野４・
万野希望・宮原１・外神東・淀師・
淀橋・大中里・青木・青木平・外神・
宮原

万野原新田3280－1 ☎29-7808

西部地域包括支援センター

神立・松山・羽衣・貴船・神賀・福地・
野中１・野中２・野中３・野中４・
星山2・安居山第１・安居山第２・
沼久保・西山・大久保・長貫・上羽鮒・
下羽鮒・稗久保・香葉台・大鹿窪・
猫沢・明光台・上柚野・下柚野・鳥並・
上稲子・下稲子・内房第１・内房第２・
内房第３・内房第４

大鹿窪１４３－１
（特別養護老人ホーム

百恵の郷内）
☎67-0001

(令和８年度～)地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー　一 覧 表
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高齢者が住み慣れたまちで自分らしく日常生活を
営むことができるよう次の制度があります。

【 利用の流れ 】

※1 基本チェックリストとは、２５の質問項目で日常生活に必要な機能が低下していないかを調べるものです。
介護予防・生活支援サービス事業のみを希望する場合には、基本チェックリストによる判定で、サービスを
利用できます。

※2 一般介護予防事業
６５歳以上すべての高齢者が利用可能ですが、一部参加条件があります。
詳しくは、健康増進課にお問い合わせ下さい。（電話 ２２－２７２７）

介護保険で対象となる疾患（特定疾病）が原因で介護や支援が必要な４０歳から６４歳の方は、要介護
認定を受けることができます。詳しくは、高齢介護支援課またはお住まいの地区の地域包括支援センターで
ご相談ください。

６５歳以上の方

基本チェックリスト※1
で判定する場合

介護
サービス

が利用できます。

介護予防サービス
が利用できます。

介護予防・生活支援
サービス事業
が利用できます。

要介護認定申請
を行う場合

このほかにも生活や身体等の状況に応じて福祉サービスがご利用いただけます。
※ 詳細は、各メニューの説明（５ページ以降）をご覧ください。

自立した生活
が可能な場合

非該当要介護１～５

要支援１・２

生活機能の低下

が見られる

（事業対象者）

自
立
し
た
生
活
が
可
能

一般介護予防事業※2
が利用できます。

基本チェックリスト※１
による判定

要介護認定
申請

必要なサービスを

選択
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問い合わせ 福祉企画課 福祉企画係 ☎２２－１４５７

対象者

次のいずれかに該当する方

1. 満７０歳以上の方

2. 身体障害者手帳１・２級に該当する方

助成内容 （施術者一覧表 P18）

４月から翌年３月末日までに、１人１回、４枚つづりの助成券を交付

します。

助成金額

１枚につき１，０００円（１回の施術につき、１枚使用可）

申込方法

申請書、別紙１（P28）を記入し、対象者の氏名、住所、年齢が

確認できるもの（運転免許証、マイナンバーカード、資格確認書等）

又は、身体障害者手帳をお持ちの上、市役所福祉企画課又は各出張所へ

提出してください。

はり・きゅう・マッサージ費用助成

申請には本人確認書類

必要です

再発行でき

ないので

紛失に注意
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問い合わせ 福祉企画課 福祉企画係 ☎２２－１４５７

対象者

６５歳以上の高齢者で、次の１～５全ての要件を満たす方

1. 富士宮市に住所を有する方

2. 両耳の聴力レベルが４０デシベル以上で、聴覚障害による

身体障害者手帳の交付対象とならない方

3. 耳鼻咽喉科医師が補聴器の使用を必要と認めた方

4. 他の補聴器購入費等の助成を受けていない方

5. 過去に、この補聴器購入助成金の交付を受けていない方

助成金額

上限３０，０００円（補聴器購入費の２分の１以内）

※助成金額に１００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て。

申請方法 ※補聴器購入から２か月以内に申請してください

1. 申請書、別紙２（P29）を持って耳鼻科を受診し「医師の証明」を

受けてください。

2. 「医師の証明」を受けたら、補聴器を購入してください。

3. 補聴器を購入したら、申請書に「領収書の原本」と「通帳の写し」

を添えて（口座名義（カタカナ）と口座番号が確認できるページ）

福祉企画課へ提出してください。

補聴器購入費助成

対象となる補聴器は、耳鼻科を受診し

医師の証明後に購入したものです
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問い合わせ 福祉企画課 福祉企画係 ☎２２－１４５７

対象者

寝具の衛生管理が困難で、１～４のいずれかに該当する方

1. ６５歳以上のひとり暮らしで市民税非課税の方

2. ６５歳以上のみの世帯で市民税非課税世帯に属する方

3. ６５歳以上のねたきり高齢者で市民税非課税世帯に属する方

4. 身体障害者手帳１・２級の方

サービス内容

寝具のクリーニング費用を助成します。（事業者一覧表 P19）

実施確認書１枚につき、掛綿布団１枚、敷綿布団１枚、毛布１枚の

３枚まで利用できます。（年度内３回まで）

利用料

掛布団 ５５０円 敷布団 ５５０円 毛布 ２２０円 ※消費税込

申込方法

申請書、別紙３（P30）を記入し、福祉企画課へ提出してください。

寝具洗濯乾燥消毒サービス

対象は綿布団と毛布です
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問い合わせ 福祉企画課 福祉企画係 ☎２２－１４５７

対象者

６５歳以上で、病気等の理由により、理容店又は美容院へ出向くことが

困難な方

サービス内容

御自宅で理美容サービスが受けられるよう、出張費用を負担します。

年度内に４回まで御利用できます。

※訪問を依頼する時は、一覧表のお店からお選びください。（P20・21）

利用料

カット代等の代金は、自費となります。

申込方法

申請書、別紙３（P30）を記入し、福祉企画課へ提出してください。

訪問理美容サービス

快適な在宅生活のために
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問い合わせ 福祉企画課 福祉企画係 ☎２２－１４５７

対象者

市民税非課税世帯であり、次の１～３のいずれかに該当する方

1. ６５歳以上のひとり暮らし

2. ねたきり高齢者を抱える高齢者のみの世帯

3. 身体障害者手帳１・２級の方のみの世帯

事業内容

緊急通報ボタンや火災＆ガス漏れセンサーを設置して、対象者の

緊急事態（体調不良や火災など）に対処します。

緊急ボタンを押された場合、電話確認後、必要に応じて、

緊急連絡先への連絡、警備員が出動します。

利用料

月額５００円 ※月額利用料とは別に、毎日１回、機器の作動確認

のため約１０円の通信料がかかります。

申込方法

申請書、別紙３・４（P30～32）を記入し、福祉企画課へ提出

してください。

ホームセキュリティシステム設置

固定電話が必要です。停電時は

サービスの利用ができません。

一部山間地域で

サービスを受け

られない場合が

あります
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問い合わせ 福祉企画課 福祉企画係 ☎２２－１４５７

対象者

次の要件にあてはまる６５歳以上の方と同居し、生計を共にしていて

日常生活の介護をしている方

下記のいずれかの状態が６か月以上継続していること。

ねたきり（要介護度４以上、障害高齢者の日常生活自立度Ｂ以上）

認知症（要介護度１以上、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅳ以上）

手当について

月額 ５，０００円

年２回状況調査を行い、支給対象月分の手当を支給します。

支給月は、９月と３月です。

申込方法

申請書、別紙５（P33）を記入し、介護者の預金通帳の写し

を添えて（口座名義（カタカナ）と口座番号が確認できるページ）

福祉企画課へ提出してください。

いつもご家族を

介護されている方へ

ねたきり老人等介護手当

申請した翌月

から支給対象

となります
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問い合わせ 福祉企画課 福祉企画係 ☎２２－１４５７

対象者

災害が起きたとき、ひとり（または家族）だけでは、避難場所まで

行くことができない人、避難所での生活で手助けが必要な人

登録内容

あなたの住所・氏名・連絡先のほかに、世帯人数や緊急連絡先、

支援を必要とする理由を登録します。

登録するとどうなるの

平常時 地域にあなたが住んでいること、災害時にどんな手助け

が必要なのかを地域の方々【自主防災会（区長・町内会長・班長）

民生委員など】にお知らせします。名簿に登録した方は、あわせて

個別避難計画セルフプラン（Ｐ35.36）の作成をお願いします。

申込方法

福祉企画課へお問い合わせください。

窓口又は電子申請で登録できます。（申請書、別紙６（P34))

避難行動要支援者名簿登録

災害時の避難支援につなげるとともに
安否確認に利用します
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問い合わせ 高齢介護支援課 介護保険係 ☎２２－１１４１

対象者

在宅で生活する要介護・要支援の認定を受けている方、又は６５歳以上

の方で紙おむつの使用が常時必要であり、次の１～３のいずれかの要件

に該当する方。

1. 常時寝たきり又は、それに近い状態である

2. 排尿・排便に支障がある

3. 疾病等による失禁がみられる

助成券 （取扱店一覧表.P22.23）

市民税課税世帯

介護認定なし

介護度が要支援１・２

市民税非課税世帯で介護度が要介護１以上また

は、疾病等による失禁がみられる人

年間５，０００円分
年間最大２０，０００円分

※申請日によって、金額が異なります。

申込方法

申請書、別紙７（P37.38）に必要事項を記入してください。

申請書裏面のアセスメントは、要介護（支援）認定がある方は担当

ケアマネジャーに、認定のない方は地域包括支援センターの職員に

記入してもらってください。

紙おむつ購入費助成

紙おむつの購入費を

助成します。

受取時には

署名か押印

が必要です

12



問い合わせ 高齢介護支援課 介護保険係 ☎２２－１１４１

対象者

次の要件を全て満たす方

1. 在宅で生活している

2. 要介護・要支援の認定を受けている方、又は６５歳以上の方

3. 本人及び配偶者が市県民税非課税である、または市県民税を均等割

のみを支払っている

4. ひとり暮らし、または高齢者だけでお住まいの方、またはそれに

準ずる状況である

5. 本人及び同居の方が買い物、調理ができない状態である

※申請後、市の審査により、対象とならない場合もあります。

助成額 （登録事業者一覧表.P24）（価格一覧表.P25）

１日１食 ４００円

申込方法

申請書、別紙８（P39.40）に必要事項を記入してください。

申請書裏面のアセスメントは、要介護（支援）認定がある方は担当

ケアマネジャーに、認定のない方は地域包括支援センターの職員に

記入してもらってください。

配食サービス助成

お弁当の料金を

助成します。

栄養バラン

スの摂れた

お弁当を

13



問い合わせ 高齢介護支援課 介護保険係 ☎２２－１１４１

対象者

徘徊のみられる在宅の高齢者

サービス内容

在宅の高齢者が徘徊した際に、早期に発見するための機器を貸与

します。機器のＧＰＳシステムを使って、対象者の速やかな位置検索

及び所在地情報を確認し、その情報を家族へ提供します。

利用料 ※初期導入費（７，７００円）は、市が負担します。

【基 本 料 金】 月額１，３２０円（基本料金）

【検 索 費 用】 電話の場合は、２２０円/回

インターネットの場合は、基本料金に含まれています

【現場急行費用】 １１，０００円/回

申込方法

申請書、別紙９（P41.42）に必要事項を記入してください。

申請書裏面のアセスメントは、要介護（支援）認定がある方は担当

ケアマネジャーに、認定のない方は地域包括支援センターの職員に

記入してもらってください。

セコム㈱が

サービスを

提供します

徘徊高齢者在宅生活継続支援

機器導入にかかる初期費用

を負担します。

14



問い合わせ 障がい療育支援課 障がい支援係 ☎２２－１１４５

対象者

下記に該当し、かつ、現に歩行が困難な状態にある方

１ 要介護度１以上の方

２ 障害者手帳をお持ちの方で、等級が基準に該当する方

※等級の基準は障がい療育支援課までお問い合わせください。

３ 難病患者

４ 病気・けがによる一時的歩行困難者

※医師の診断書により駐車場の利用が必要と認められる者

５ 妊産婦 ※妊娠７ヶ月～産後１２ヶ月

事業内容

車いすを利用する方や歩行が困難な高齢の方などが、車いすマーク

の駐車場を必要としていることを周囲に理解していただくために

利用証を交付します。

申込方法

申請書、別紙 10（P43.44）を記入し、障がい療育支援課へ提出して

ください。提出時に介護保険証もしくは障害者手帳（原本）、特定医療費

（指定難病）受給者証等（※難病患者の場合）、医師の診断書（※病気・

けがの場合）を提示してください。

※妊産婦の方は母子健康手帳を持って、健康増進課（TEL：22-2727）へお願いします。

ゆずりあい駐車場利用証の交付

15



問い合わせ 障がい療育支援課 障がい支援係 ☎２２－１１４５

対象者

在宅生活をしている方のうち、市民税非課税世帯の方で次のいずれか

に該当する方 ※ただし、生活保護者、自動車税･軽自動車税の減免を

受けている方は除きます。

１ 身体障害者手帳 1･2 級の方

２ 療育手帳Ａの方

３ 精神障害者保健福祉手帳 1･2 級の方

上記の障害者手帳のいずれもお持ちでない方

４ 介護保険被保険者証（要介護 1～5）

事業内容

小型タクシーの基本料金(初乗り運賃)を助成します。

助成券は年間最高２４枚交付します。

申込方法

申請書、別紙 11（P45）を記入し、障がい療育支援課へ提出してくだ

さい。提出時に介護保険証もしくは障害者手帳（原本）を提示してく

ださい。

その他

介護保険被保険者証で申請される方で障害者手帳をお持ちの方は、

手帳の等級に関わらず、必ず手帳（原本）をお持ちください。

移動制約者運賃助成券
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はり きゅう
マッサ

ージ

1 キヨキ治療院 万野原新田3733-1 23-8316 植松喜久治 ○ ○ ○ 出張可

2 わたい治療院 ひばりが丘482 090-7681-
6679

渡井裕子 ○ ○ ○ 出張可

3 赤坂治療院 杉田1168-4 27-4180 渡邉元 ○ ○

4 海野指圧治療院 杉田409-8 24-5073 海野てる ○

澤田学 ○ ○ ○

澤田弘子 ○ ○ ○

6 飯田鍼灸調整院 小泉364-14 26-8875 飯田剛士 ○ ○ ○

7 石川治療院 小泉248-1 27-1247 石川哲男 ○

8 貫戸治療院 貫戸453-1 090-7695-
0277

鈴木廣高 ○ ○ 出張可

9 西富士ハリキュウセンター 泉町490 24-8989 市川雅之 ○ ○ ○ 出張可

今村久 ○ ○ ○

鈴木廣高 ○ ○

11 あおぞら治療院 淀師1703-2 22-5778 斉藤俊英 ○ ○ ○

12 長田治療院
西町31-21
ｻﾝﾊｲﾂ富士宮606

090-1473-
9493

長田 肇 ○ ○ ○ 出張可

13 森治療院
西町22-9
ﾘﾊﾞﾃｨｰﾙｰｸ102号 24-6056 森千里 ○

14 石川はり・きゅう院 大宮町1-5 26-2616 石川彰洋 ○ ○ ○

15 hajimeはりきゅうマッサージ 大宮町17-2 24-9311 山下元一 ○ ○ ○ 出張可

16 平野鍼灸院 豊町10-20 090-9117-
7023

平野智子 ○ ○ 女性

限定

17 保坂鍼灸治療院 東阿幸地245 090-4306-
7991

保坂英紀 ○ ○ 出張可

18 養春堂鍼灸院 万野原新田3137-4 24-8610 田口雅子 ○ ○ ○

◎ 助成券の発行は４月から翌年３月の間（年度内）に１回限りです。
◎ 上記の施術者以外の施術には、助成券を利用することはできませんのでご注意ください。
◎ 施術料、出張料については、各施術者によって異なります。

★利用する際は、各施術者に事前にお問い合わせをしてください★

施術施設名 施設所在地 電話番号 施術者名
施 術 法

備考

22-7089

10 今村治療院 大中里1179-10 23-0874

5 富士山の麓 さわだ治療院 杉田788-5
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営業時間や休日などは、
店舗へお問い合わせ
ください。
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や わ ら か め

ム ー ス 食

塩 分 制 限 食

カ リ ウ ム 制 限

一 口 大

刻 み
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価
格

一
覧

表

各
事

業
者

ご
と

の
価

格
一

覧
で

す
。

※
食

事
内

容
・
申

し
込

み
に

つ
い

て
は

直
接

事
業

者
へ

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。

※
価

格
は

全
て

税
込

み
で

す
。

R
8
.4

.1
現

在

望
月

給
食

※
ラ

イ
フ

デ
リ

富
士

・
富

士
宮

店
宅

配
弁

当
と

し
宅

配
ク

ッ
ク

１
２

３
ま

ご
こ

ろ
弁

当
か

り
ゆ

し
店

連
絡

先
0
5
4
4
-
2
4
-
0
3
3
4

0
5
4
5
-
3
0
-
6
9
9
0

0
5
4
4
-
2
1
-
3
9
3
6

0
5
4
5
-
6
4
-
7
8
5
5

0
1
2
0
-
5
8
8
-
0
1
4

普
通

食
7
5
0
円

6
3
0
円

M
サ

イ
ズ

7
5
0
円

S
サ

イ
ズ

6
5
0
円

6
8
5
円

・
7
2
4
円

・
7
8
8
円

6
4
0
円

普
通

食
（
お

か
ず

の
み

）
×

5
5
0
円

M
サ

イ
ズ

6
0
0
円

S
サ

イ
ズ

5
0
0
円

5
7
7
円

・
6
1
6
円

・
6
8
0
円

5
6
0
円

糖
尿

病
食

7
5
0
円

ご
は

ん
セ

ッ
ト

8
6
0
円

お
か

ず
の

み
7
8
0
円

×
ご

は
ん

あ
り

8
8
5
円

お
か

ず
の

み
7
7
7
円

ご
は

ん
あ

り
8
7
0
円

お
か

ず
の

み
8
2
0
円

腎
臓

病
食

7
5
0
円

ご
は

ん
セ

ッ
ト

9
4
0
円

お
か

ず
の

み
8
6
0
円

×
ご

は
ん

あ
り

8
8
5
円

お
か

ず
の

み
7
7
7
円

ご
は

ん
あ

り
8
7
0
円

お
か

ず
の

み
8
2
0
円

透
析

食
7
5
0
円

ご
は

ん
セ

ッ
ト

9
5
0
円

お
か

ず
の

み
8
7
0
円

×
ご

は
ん

あ
り

8
8
5
円

お
か

ず
の

み
7
7
7
円

ご
は

ん
あ

り
8
7
0
円

お
か

ず
の

み
8
2
0
円

や
わ

ら
か

食
7
5
0
円

お
か

ゆ
セ

ッ
ト

8
3
0
円

お
か

ず
の

み
7
5
0
円

ご
は

ん
あ

り
1
0
0
0
円

お
か

ず
の

み
8
5
0
円

ご
は

ん
あ

り
8
8
5
円

お
か

ず
の

み
7
7
7
円

ご
は

ん
あ

り
7
5
0
円

お
か

ず
の

み
7
0
0
円

ム
ー

ス
食

×
お

か
ゆ

セ
ッ

ト
7
6
0
円

お
か

ず
の

み
6
8
0
円

ご
は

ん
あ

り
1
0
0
0
円

お
か

ず
の

み
8
5
0
円

ご
は

ん
あ

り
8
8
5
円

お
か

ず
の

み
7
7
7
円

ご
は

ん
あ

り
7
5
0
円

お
か

ず
の

み
7
0
0
円

塩
分

制
限

食
7
5
0
円

ご
は

ん
セ

ッ
ト

6
3
0
円

お
か

ず
の

み
5
5
0
円

ご
は

ん
あ

り
6
5
0
円

お
か

ず
の

み
5
0
0
円

ご
は

ん
あ

り
8
8
5
円

お
か

ず
の

み
7
7
7
円

お
弁

当
小

4
5
5
円

お
弁

当
大

5
4
2
円

カ
リ

ウ
ム

制
限

食
7
5
0
円

ご
は

ん
セ

ッ
ト

9
4
0
円

お
か

ず
の

み
8
6
0
円

×
ご

は
ん

あ
り

8
8
5
円

お
か

ず
の

み
7
7
7
円

ご
は

ん
あ

り
8
7
0
円

（
た

ん
ぱ

く
調

整
ご

は
ん

9
2
0
円

）
お

か
ず

の
み

8
2
0
円

一
口

大
、

刻
み

、
と

ろ
み

、
ミ

キ
サ

ー
等

一
口

大
、

刻
み

の
み

対
応

可
能

（
追

加
料

金
な

し
）

一
口

大
、

刻
み

の
み

対
応

可
能

（
追

加
料

金
な

し
）

十
六

雑
穀

米
変

更
、

一
口

大
、

お
か

ゆ
、

刻
み

対
応

可
能

（
追

加
料

金
な

し
）

一
口

大
、

刻
み

の
み

対
応

可
能

（
追

加
料

金
な

し
）

一
口

大
、

刻
み

、
と

ろ
み

、
ミ

キ
サ

ー
対

応
可

能
（
追

加
料

金
な

し
）

※
自

費
利

用
の

場
合

の
価

格
は

、
直

接
事

業
者

に
確

認
し

て
く
だ

さ
い

。
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別紙１

第１号様式（第３条関係）

はり・きゅう・マッサージ費用助成券交付申請書

令和 年 月 日

富士宮市長 宛

はり・きゅう・マッサージ費用の助成を受けたいので、助成券の交付を申請しま

す。

申

請

者

住 所 富士宮市

電話番号 （ ） －

ふりがな

氏 名

生年月日 明・大・昭・平 年 月 日 歳

７０歳未満の方は、お持ちの身体障害者手帳の内容を記入してください。

等 級 級 手 帳 番 号

交付年月日 年 月 日 第 号

助 成 券 番 号 第 号

市処理欄

確認書類【 免許証 マイナンバーカード 資格確認書 手帳 】

【 本庁 北山 上野 上井出 白糸 芝川 】

担当者

受取人

（申請者との関係： ）

28



補聴器を購入した日（領収書の日付）から２か月以内に申請してください。

別記様式（第４条関係）

富士宮市高齢者補聴器購入費助成金交付申請書

令和 年 月 日

富士宮市長 宛

富士宮市高齢者補聴器購入費助成金の交付を受けたいので、次のとおり関係書類を添えて

申請します。

申

請

者

フリガナ

年 齢 歳
氏 名

住 所
〒

電話番号 生年月日 年 月 日

助成金申請額 円

補聴器の種類

箱型 ・ 耳掛型 ・ 耳穴型

その他（ ）※100 円未満切捨て

振

込

先

金融機関名
銀行・農協

信金・労金

本店・支店

出張所

預金種別 普 通 口座番号

口座名義人（カタカナ）

私は、他の法令等の規定による補聴器の購入に係る助成を受けていないこと及び

過去に同様の助成を受けていないことを誓約します。また、市長が、この申請の内容

について、住民基本台帳その他の公簿等の調査及び障害者手帳の所持の有無の照会

を行うことに同意します。

申請者氏名

※
耳
鼻
咽
喉
科
医
師
証
明
欄

（申請者氏名） について、

両耳の聴力レベルが４０デシベル以上であること

日常生活において補聴器を使用する必要があること

令和 年 月 日

所 在 地

医療機関 名 称

医師氏名 ㊞

を証明します。

富士宮市

別紙２
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別紙３

第１号様式（第４条関係）

在宅福祉事業利用登録申請書
令和 年 月 日

富士宮市長 宛

次のとおり在宅福祉事業を利用したいので申請します。

申請者

住 所
〒

利用者と

の 関 係

ふりがな

連 絡 先
氏 名

代 理

申請機関

利用者

住 所
〒

富士宮市
生年月日

Ｍ・Ｔ・Ｓ

年 月 日

ふりがな

連 絡 先
氏 名

利
用
を
希
望
す
る

事
業
に
○
を
つ
け

て
く
だ
さ
い
□

１ ホームセキュリティシステム設置事業

２ 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業

３ 訪問理美容サービス事業

緊 急

連絡先

住 所
〒

利用者と

の 関 係

ふりがな

連 絡 先
氏 名

緊 急

連絡先

住 所
〒

利用者と

の 関 係

ふりがな

連 絡 先
氏 名

【承諾書】

私は、私の世帯に係る課税状況及び世帯員の構成等、個人情報に関して、必要に応じて市が調査することに

同意いたします。

また、実施機関等が市からその情報の提供を受けることを承諾します。

令和 年 月 日 氏 名

市 記 入 欄 課 税 ・ 非 課 税 自 己 負 担額 有・ 無
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別紙４
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別紙４
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別紙５

認定番号：

居宅介護支援事業所 担当ケアマネジャー

第１号様式（第３条関係）

ねたきり老人等介護手当受給資格認定申請書

令和 年 月 日

富士宮市長あて

住 所 富士宮市

（ふりがな）

氏 名

生年月日 Ｔ・Ｓ・Ｈ

電 話

富士宮市ねたきり老人等介護手当の受給資格の認定を受けたいので、次のとおり申請します。

ねたきり老人等

（ふりがな）

氏 名

住 所
〒

生 年 月 日 明治・大正・昭和 年 月 日 歳

申請者との続柄

支払希望金融機関名

（介護者名義）

金 融 機 関 名
銀行・信金

農協・労金 支店

口 座
普通預金 口座番号 号

預金者氏名カタカナ（ ）

現 在 の 状 態
□ 自宅でねている。（かかりつけの病院名： ）

□ 入院している。（病院名： ）

ねたきり等又は入

退院の時期・原因

か月（ねたきり等又は入院の時期 年 月 日）

（ねたきり等の原因・病名等 ）

備 考 項目の該当□内にレ印をつけてください。

持 ち 物 介護者名義の預金通帳または、銀行名、支店名、預金種別、口座番号、カタカナの預金者氏名が

確認できるもの

【承諾書】

私は手当の受給のため、受給資格がなくなるまでの間、市がねたきり老人等介護手当の受

給資格要件を確認する目的で、私及び私が介護する高齢者の個人情報を調査することに同意

します。

令和 年 月 日 氏名

申請者
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作成日： 年 月 日

住所 電話

２ お家の状況

ハザード 河川氾濫時
□ 浸水深0.5ｍ～ □ 浸水深３ｍ～
□ 家屋倒壊等氾濫想定区域 □ 土砂災害警戒区域 □区域外

続柄 電話
フリガナ

※ハザードについては、富士宮市防災マップをご確認ください。

３ 災害時のひなん先

風水害 名称 住所
移動
手段

移動
手段

※ひなん先は、小中学校など公的な避難所に限りません。ハザードの浸水・土砂災害区域から外れて
いる場所であれば、親族宅や自宅の２階に避難することも、ひなん先に選択することは可能です。

４ 緊急連絡先（同居家族でも可能）
フリガナ

地震 名称 住所

氏名

５ ひなんをサポートしてくれる人（ご家族・ご近所さん・地区班など）
フリガナ

続柄 電話

氏名

住所

６ ひなんをサポートしてもらう内容や方法（該当する内容にチェック）

① 続柄 電話

同居家族
（ひとり暮らし
記入不要）

続柄 電話

氏名

フリガナ

氏名

個別避難計画セルフプラン

生年
月日

年 月 日

記入者： 続柄：

１ 自分の情報
フリガナ

氏名

□ ひなん情報、ひなん時期の連絡
□ 車いすへの移乗
□ ひなん先までの移動
□ 自宅２階へ避難（垂直ひなん）するための支援
□ 服薬（ ）
□ その他

（内容： ）
（方法： ）

※いただいた内容は地域の防災活動の資料として活用させていただきます。また、支援者自身の安全確保後に
可能な範囲で支援を行うものであり、法的な義務や責任は負いません。

情報共有への同意について
この内容を避難支援関係者（自主防災組織、民生委員、ひなんをサポートしてくれる人）や福

祉専門職（ケアマネージャー、障害相談員）に共有することに同意します。

署名
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７ 特記事項 （おもて面の記載以外で追記が必要な場合にご記入ください）
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別紙７

第１号様式（第５条関係）

年 月 日

富士宮市紙おむつ購入費（配送費）助成申請書

富士宮市長 宛

住 所

申請者 氏 名

電話番号

次のとおり、富士宮市紙おむつ購入費助成券等の交付の申請をします。

申

請

者

情

報

被保険者番号
生年月日 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名 年 齢 歳

住 所

〒

電話（ ） －

要介護認定等

無 ・ 有（要支援１ ・ ２／要介護 １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５）

居宅介護支援事業所：

私は、このサービスを受けるに当たり、私の属する世帯の所得状況及び私の介護認定調査に係る

個人情報を必要に応じて市が調査することに同意いたします。

年 月 日 申請者氏名

委 任 状

委 任 者 住 所

（申 請 者）

氏 名

私に交付される紙おむつ購入費（配送費）助成券の受け取りを下記の者に委任します。

住 所

受 任 者

氏 名

受領欄

紙おむつ購入費助成券 円分、配送費助成券 回分を受け取りました。
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別紙７

利用者のアセスメント（必須）
※担当ケアマネジャー、地域包括支援センター職員が記入してください。（本人記述不可）

記入日 年 月 日

所 属

記入者

連絡先

被保険者番号

対象者氏名

介 護 度

［ ］内の該当するものについて、丸で囲む 又は記入してください。

（１）常時寝たきり又はそれに近い状態かどうか

・立位保持ができるか ［ 自立 ・ 要介助 ・ できない ］

・トイレまでの移動 ［ 自立 ・ 要介助 ・ できない ］

・寝たきりの状態 ［ 非該当 ・ 該当 ］

（２）排尿・排便に支障があるかどうか

・トイレで排尿・排便ができるか ［ できる ・ できない ］

・自分で衣服の着脱ができるか ［ できる ・ できない ］

・尿意・便意を自分で感じることができるか ［ できる ・ できない ］

（３）失禁の原因となっている疾病など

・失禁等について医師から診断が出ているか ［ 出ていない ・ 出ている ］

・認知症について医師から診断が出ているか ［ 出ていない ・ 出ている ］

※医師から診断が出ている場合、疾病名を記入してください

（４）週の半分以上在宅での生活かどうか ［ 在宅 ・ その他 ］

（５）配送費助成券の希望の有無 ［ 高齢者のみ等のため希望有 ・ 無 ］

＜富士宮市記入欄＞

紙おむつ

購入費

助成券

◆市民税課税世帯又は要支援１・２、認定なし

□ 年間 5,000 円：1,000 円× 5 枚

◆市民税非課税世帯で要介護１～５又は疾病等により失禁が認められる

□ 年間 20,000 円：1,000 円×20 枚 （申請日 04 月 1 日～06 月 30 日）

□ 年間 15,000 円：1,000 円×15 枚 （申請日 07 月 1 日～09 月 30 日）

□ 年間 10,000 円：1,000 円×10 枚 （申請日 10 月 1 日～ 3 月 31 日）

配送費

助成券

□ 該当 （ 枚）高齢者のみ等の世帯のため

□ 非該当

38



第１号様式（第４条関係）

富士宮市配食サービス助成金交付申請書

年 月 日

富士宮市長 宛

住 所

申請者 氏 名

電話番号

本人との関係

次のとおり、富士宮市配食サービス助成金交付の申請をします。

利

用

者

情

報

被保険者番号
生年月日 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名 年 齢 歳

住 所

〒

電話（ ） －

要介護認定

無 ・ 有（要支援１ ・ ２／要介護 １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５）

居宅介護支援事業所：

緊
急
連
絡
先

氏 名 利用者との続柄

住 所

〒

電話（ ） －

利用事業者名

（希望業者に〇をつける）

１.望月給食 ２.ライフデリ

３.宅配弁当とし ４.宅配クック 123
５．まごころ弁当

開始希望日 月 日から

配食事業者からの連絡 １．利用者 ２．緊急連絡先

私は、実施機関等が、私の介護保険被保険者情報の提供を受けることを承諾します。

私は、このサービスを受けるに当たり、私の属する世帯の所得状況及び私の介護認定調査に係る個

人情報を必要に応じて市が調査することに同意いたします。

令和 年 月 日 利用者氏名

市
記
入
欄

決定 ・ 不可 助成食数 食 ※治療食 有（ ） 無

決裁日 課 長 係 長 係 員 担 当

令和 年 月 日

別紙８
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利用者のアセスメント（必須）
※担当ケアマネジャー、地域包括支援センター職員が記入してください。（本人記述不可）

所 属

記入者

連絡先

記 入 日 年 月 日

被保険者番号

対象者氏名

申請者の世帯の状況について、該当するものに 丸で囲む または記入してください。

１
独居・高齢者のみの世帯、またはそれに準ずる世帯※

※住民票の世帯ではなく、実態の世帯を指す。
はい ・ いいえ

２
買い物ができない

理由：
はい ・ いいえ

３
調理ができない

理由：
はい ・ いいえ

４ 治療食等の希望
あり ・ なし

（ ）

５ 要介護・要支援認定の有無
あり ・ なし

※介護申請中・事業対象者は、なしを選択

６
食事の提供を伴う介護（予防）サービスの利用状況

※サービスの利用日に〇をつけてください。
月・火・水・木・金・土・日

＜富士宮市記入欄＞

本人及びその配偶者が市県民税非課税である

（質問５でなしを選択した場合、最大週３食まで）
☐

週 食本人またはその配偶者が市県民税課税だが、本人及びその配偶

者が均等割のみ賦課されている

（最大週３食まで）

☐

本人またはその配偶者が市県民税課税で、所得割及び均等割が

賦課されている
☐

対象外
同居人がいる・買い物ができる・調理ができる ☐

別紙８
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別紙９

第１号様式（第６条関係）

富士宮市徘徊高齢者在宅生活継続支援サービス利用登録申請書

年 月 日

富士宮市長 宛

住 所

申請者 氏 名

電話番号

本人との関係

次のとおり、富士宮市徘徊高齢者在宅生活継続支援サービスの利用申請をします。

利

用

者

情

報

被保険者番号
生年月日 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名 年 齢 歳

住 所

〒

電話（ ） －

要介護認定等

無 ・ 有（要支援１ ・ ２／要介護 １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５）

居宅介護支援事業所：

緊
急
連
絡
先

氏 名 利用者との続柄（ ）

住 所

〒

電話（ ） －

私は、このサービスを受けるに当たり、私の属する世帯の所得状況及び私の介護認定調査に係る個

人情報を必要に応じて市が調査することに同意いたします。

年 月 日 利用者氏名
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別紙９

利用者のアセスメント（必須）
※担当ケアマネジャー、地域包括支援センター職員が記入してください。（本人記述不可）

記入日 年 月 日

所 属

記入者

連絡先

被保険者番号

対象者氏名

介 護 度

以下の項目の該当箇所を記入してください。

認知症高齢者の日常生活自立度 □自立 □Ⅰ □Ⅱａ □Ⅱｂ

□Ⅲａ □Ⅲｂ □Ⅳ □Ｍ

(1)短期記憶 □問題あり □問題なし

(2)自分の名前や生年月日を言うことが □できる □ときどきできる □できない

(3)意思を伝達することが □できる □ときどきできる □できない

(4)毎日の日課を理解することが □できる □ときどきできる □できない

(5)今の季節を理解 □できる □ときどきできる □できない

(6)火の始末や火元の管理が □できる □ときどきできる □できない

(7)場所を理解することが □できる □ときどきできる □できない

(8)一人で外に出たがり目が離せないことが □ある □ときどきある □ない

(9)外出して戻れないことが □ある □ときどきある □ない

サービスを必要とする理由を具体的に記入してください。

＜市記入欄＞

確認日 年 月 日 担当確認欄
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別紙 10

年 月 日

静岡県知事 様

静岡県ゆずりあい駐車場 利用証交付申出書

① 静岡県ゆずりあい駐車場の利用証の交付を希望します。

該当する箇所に☑（チェック）を入れてください。

② 歩行困難な状況は、以下のとおりになります。

□ 車いすを常時利用します

□ 歩行の際に介助や用具などを要します

□ 歩行に著しく時間がかかります

□ 歩行するとめまいや息切れが起きます

□ その他（ ）

③ 車の運転は、以下のとおりになります。

□ 自ら運転します □ 自ら運転するときもあります □ 介助者が運転します

④ 車いすマークの駐車場の利用状況は、以下のとおりになります。

□ 常時利用しています □ 状態の悪いときのみ利用しています □ 利用していません

御本人の氏名・住所等 代理人の場合の氏名・住所等

住 所 住 所

氏 名 氏 名

電話番号 電話番号

生年月日
御 本 人
との関係

⑤ 確認事項

利用証の交付には、以下の内容について同意していただく必要があります。御理解していた

だいた上で☑（チェック）を入れてください。

□ 車いすマークの駐車場は、これから利用証を取得する方や、怪我などで一時的に車いす

を使用する方等が駐車することもある点を御承知おきください。（利用証は、駐車許可証

ではありません。）

□ 介助者が同乗している場合等で、施設の入口近くの乗降スペースや車いすマークの駐車

場への一時的な停車により乗降が可能な場合には、一般の駐車場に駐車ください。

（限られたスペースを有効に使うため、利用者同士のゆずりあいに御協力ください。)
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別紙 10

⑥ 障害等の等級で該当する箇所に☑（チェック）及び記載をしてください。

区分 記入部分

車 い す 常 時 利 用 □ 歩行ができず、移動手段は車いすになります。

視 覚 障 害 □１級・□２級・□３級・□４級

聴 覚 障 害 □２級・□３級

平 衡 機 能 障 害 □３級・□５級

肢 体 不 自 由 上 肢 □１級・□２級

肢 体 不 自 由 下 肢 □１級・□２級・□３級・□４級・□５級・□６級

肢 体 不 自 由 体 幹 □１級・□２級・□３級・□５級

脳 原 上 肢 □１級・□２級

脳 原 移 動 □１級・□２級・□３級・□４級・□５級・□６級

心 臓 機 能 障 害 □１級・□３級・□４級

じ ん 臓 機 能 障 害 □１級・□３級・□４級

呼 吸 器 機 能 障 害 □１級・□３級・□４級

ぼ う こ う 機 能 障 害 □１級・□３級・□４級

直 腸 機 能 障 害 □１級・□３級・□４級

小 腸 機 能 障 害 □１級・□３級・□４級

免 疫 機 能 障 害 □１級・□２級・□３級・□４級

肝 臓 機 能 障 害 □１級・□２級・□３級・□４級

知 的 障 害 □Ａ

精 神 障 害 □１級

高 齢 者 要介護度□５・□４・□３・□２・□１

難 病 患 者 □ 特定医療費（指定難病）受給者

□ 特定疾患医療受給者 □ 小児慢性特定疾患医療受給者

妊 産 婦 出産（予定）日： 年 月 日

け が 人 ・ 病 人 歩行困難な期間： 年 月 日 から 年 月 日まで

初回交付ですか。再交付ですか。

□ 初回交付 □ 再交付（理由： ）

□ 前回交付番号（ ）
（以下記載不要）

書類

確認欄

□ 身体障害者手帳 □ 母子健康手帳

□ 精神障害者保健福祉手帳 □ 療育手帳

□ 介護保険被保険者証 □ 戦傷病者手帳

□ 特定疾患医療受給者証 □ 医師の診断書

□ 小児慢性特定疾患医療受診券

□ 駐車禁止除外指定車標章

交付番号
受付印

有効期限

交付した利用証の種類

□赤 □オレンジ □緑
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別紙 11
第 1 号様式（第 6条関係）

富士宮市移動制約者運賃助成券交付申請書

年 月 日

富士宮市長 宛

住 所

申請者 氏 名

電話番号

富士宮市移動制約者運賃助成要綱による助成券の交付を申請します。

市長が、助成券の交付に係る世帯の課税状況を確認することについて同意します。

申請者氏名

※市確認欄

種類 等級 番号 交付日及び認定日

身体障害者手帳 1 級 ・ 2 級 第 号 年 月 日

療育手帳 Ａ 第 号 年 月 日

精神障害者保健福祉手帳 1 級 ・ 2 級 第 号 年 月 日

介護保険被保険者証 要介護度１・２・３・４・５ 第 号 年 月 日

市民税（世帯状況） 課税 ・ 非課税 居住 在宅 ・ 非在宅

自動車・軽自動車税 減免 ・ 非減免 生活保護 受給 ・ 未受給

交 付 日 及 び 交 付 番 号 受 領 者

年 月 日

第 号

住所

氏名

本人との関係 電話番号
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〇 電話にて

富士脳障害研究所附属病院 富士宮市杉田２７０ー１２ ２３ー５１５５ 〇 〇 不要

富士心身リハビリテーション
研究所附属病院

富士宮市星山１１２９ ２６ー８１０１

電話にて

ヒロスマイルクリニック 富士宮市万野原新田３９２３ー２ ２２ー０２１１ 〇 電話にて

南富士病院 富士宮市宮原３４８ー１ ２６ー５１９７ 〇

入院中・外来通院
中の患者のみ

フジヤマ病院 富士宮市原６８３ー１ ５４ー１２１１ 〇 電話にて

富士宮市立病院 富士宮市錦町３ー１ ２７ー３１５１ 〇

〇 〇

不要

富士宮中央クリニック 富士宮市宮原８８ー６ ２２ー６６７５ 〇 不要

永松医院 富士宮市東町２６ー８ ２６－３０７０ 〇

認知症の人の診療に習熟し、かかりつけ医等への助言を行い、専門医療機関や地域包括支援センター等との連
携の推進役となる医師です。認知症の人やその家族が安心して生活できるような体制づくりを地域において、推
進しています。

医療機関名 住所 電話
（市外局番0544）

画像検査 予約に
ついてＣＴ ＭＲＩ 他に依頼

電話にて

さとうクリニック 富士宮市中央町１２ー３

受診したい

 ●認知症の診察をしてもらいたいとき　まずは、かかりつけの医師に相談をします。

☎０５４５－７１－３３７０
☎ ０９０－８５５２－９５０３

月～土９：００～１６：００
※祝日および年末年始除く

【予約・診察】

電話で予約
認知症診察日：月～金

電話で予約
来院相談：月～金

鑑別診断（診察）：要相談

令和８年1月１日現在認知症の相談ができる医療機関

富士宮市の認知症サポート医がいる医療機関

富士圏域の認知症疾患医療センター

【認知症疾患医療センターとは】 圏域ごとに設置されている認知症の専門医療機関です。
認知症に関する詳しい診断、行動が落ち着かない時の対応など専門的な医療の相談ができます。

東静脳神経センター
（富士宮市西小泉町１４ー９）

鷹岡病院
（富士市天間１５８５）

☎ 0544-23-1801
月～金８：３０～１７：３０

土は１２：３０まで
【休診日】

第５土曜日・祝日・年末年始
お盆・開院記念日（4/16）

【予約・診察】

２８ー１１８８ 〇 〇 不要

東静脳神経センター 富士宮市西小泉町１４ー９ ２３－１８０１

かかりつけの医療機関がある

地域包括支援センターに相談

かかりつけの医療機関がない

地域包括支援センターに相談
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認知症の相談をしたい

　「もしかして認知症？」「どこの病院を受診したらいいの？」「これからの生活について相談に
のってほしい。」　など、不安に思ったら、まず相談をしましょう。
　一歩を踏み出す勇気が大切です。

　　同じような経験をしている仲間に相談したい　話を聞いてほしい

認知症を抱える家族の会　さくら会 ☎　０９０－９９３８－１７７６（会長　稲葉）

　富士宮市内にある認知症の家族会です。認知症の家族を介護している人、
　介護の経験のある人など色々な会員さんの話を聞くことができます。

　同じような経験した家族だからこそ話せることもあります。

開催日時　毎月第1火曜日　10:30～1２:00
場　　所　大富士交流センター ※日時や場所は変更になることがあります。

認知症予防に関する教室の紹介、相談ができます。

　　その他の相談先

静岡県認知症コールセンター

保健センター（健康増進課）

家族会で認知症カフェもやっています♪

認知症カフェ　さくらカフェ

☎　０５４５－６４－９０４２

☎　０５４４－２２－２７２７

毎月第４火曜日  １０：００～１１：３０
　　認知症カフェに関する情報は
　　ホームページを参照ください。

　　認知症予防や軽度認知障害（ＭＣＩ）について相談したい　

　週3回（月・木・土）10:00～15:00　※祝日・年末年始除く
認知症の人と家族の会静岡県支部が相談にのってくれます.

　 富士宮市には、地域包括支援センターのほかにも、あなたの力になってくれる人がいます。
　 身近な地域の民生委員に相談するのもよいでしょう。
　 介護も含めた相談の場合には、お近くの介護保険サービス事業所への相談もできます。

認知症の相談ができる窓口

認知症に関する相談を始め、医療機関や集いの場などの情報、

生活に関する相談がしたいときは、次のページを参考に、

お住まいの地区の地域包括支援センターに相談しましょう。

【担当の地域包括支援センターがわからないときの窓口】

富士宮市地域包括支援センター ０５４４－２２－１５９１
（高齢介護支援課）

47



認知症などにより、判断力や記憶力が低下し、道に迷ったり、自分の家が

わからなくなってしまう場合があります。

万が一、行方不明になった時に備え、名前・住所・連絡先・写真等を事前に登録し、

実際に行方がわからなくなった時に登録した情報を活用し、早期に発見・保護する

ための事業です。

【事前登録対象者】

道に迷ったり、家に帰ることができなくなる可能性のある高齢者などで

登録を希望する方、名前が言えない可能性がある方 など

【事前登録方法】

①地域包括支援センター、ケアマネジャーまたは

市役所 高齢介護支援課に相談する。

②申請書を市役所 高齢介護支援課に提出する。

※申請は原則、本人またはその家族が行ってください。

独居等で近隣に家族等がいない場合は、本人や家族の同意が得られれば、状況がわかる

地域包括支援センター職員、ケアマネジャー、施設等のサービス提供者等が代わりに届け出をします。

顔写真と全身の写真一枚ずつご用意ください。

※事前登録情報は、高齢介護支援課、富士宮警察署で共有します。

※事前登録をされた方にお守りシールを配布します！！
詳しくは、高齢介護支援課までお問い合わせください。

【問い合わせ】 富士宮市役所 高齢介護支援課

☎：0544-22-1591

家族等

事前登録

相談 情報共有
市役所 高齢介護支援課 富士宮警察署

情報共有

洋服や靴、杖などに貼ることができます

“もしも”の時に備えよう♪

～安心して外出するための備え～
持ち物などに名前を書いておきましょう。行方不明になった場合は、

速やかに富士宮警察署（☎ 0544-２３-０１１０）に連絡しましょう。
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富士宮市見守り・SOSネットワーク事業

富士宮お守りシール
このお守りシールは、安心して外出できるために作られたシールです。

富士宮市見守り・ＳＯＳ事前登録をされた方に配布しています。

お守りシールを見かけたら
ひとりで歩いているからと言って、シールを付けている方が全員道に迷っているわけで

はありません。はじめは目的を持って歩いていますが、ふとした瞬間に道がわからなくなっ

てしまったり、目的を忘れてしまい、焦ってしまうことがあります。

まずは様子を見て、困っていそうであれば声を掛け、そうでなければ見守りを！

① 様子をみる 困っていなさそう 見守る

② 声掛け

③ 家族などに連絡 ※連絡がつかない場合は富士宮警察署（☎２３－０１１０）に連絡し、番号を伝えてください。

【問い合わせ】 富士宮市役所 高齢介護支援課 ☎0544-22-1591

ヘルプマーク
キーホルダーのように鞄などにつ

けることができます。付属のシール

があり、必要な援助の内容や連絡

先を書き込むことができます。

詳しくは障がい療育支援課へ

【お守りシール】

耐水性のあるアイロンプリントシールと

ライトで反射するシールタイプの

２種類を配布しています。

外出時に身に着けるものに貼ることができます。

連絡先を携帯しよう
行方不明だけでなく、ケガや事故に巻き込まれた時

の備えとして、自分の情報・家族などの連絡先を書

いた紙を携帯することも大切です。財布やいつも持

ち歩くカバンなどに入れている方もいます。

困っている？

様子がおかしい？

会話が難しいとき
お守りシール以外に、連絡先のわか

るものを身につけている場合もあ

ります。できる範囲で確認していた

だきたいです。
いつもより不安や混乱を招きやすい状態になって

いるかも知れません。相手の視野に入るところから

「こんにちは。どうしましたか？」など、自然な声掛

けをお願いします。
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ふじさんシニアクラブ富士宮では、健康づくり・社会奉仕・友愛活動など、さまざまな取り組みを通じ、

仲間づくりや生きがいづくりを進めています。

高齢になっても、いつまでも元気で心豊かに生活していくために、一緒に楽しく活動しませんか。

＊ふじさんシニアクラブ富士宮って何？

社会福祉活動や健康増進活動、教養活動、交通安全活動などを行っている地域を基盤とする団体です。

富士宮市では、昭和３７年４月に１７クラブ、会員数８４３人にて発足しました。令和 8 年４月 1 日

現在では４２クラブ、会員数１,７８４人となっています。

＊加入できる人は？

おおむね６０歳以上の方ならどなたでも加入できます。

年齢の上限はありません。

＊会費はいくらかかるの？

ふじさんシニアクラブ富士宮の年会費：１人 ３７０円

各クラブ年会費：クラブごとに決まっています。（１，０００円～）

下記のふじさんシニアクラブ富士宮事務局にご確認ください。

＊どんなことをやっているの？

●社会奉仕活動の実施 ・８８歳の方へのお祝い（敬老の日）・全国一斉「社会奉仕の日」の実施

●健康増進活動 ・グラウンド・ゴルフ大会・スポーツ大会・ウォーキング事業

●教養活動 ・趣味の会の活動促進・各種教養講座への参加と生涯学習の推進

・文化祭の実施（舞台部門・展示部門・文化講演会）

・趣味・教養交流会の開催・文化の伝承と他世代との交流

●交通安全活動 ・交通安全リーダー活動の推進・高齢者交通安全運動・行事への協力

●女性部活動 ・レクリエーションダンス講座・ダンス講座・創作活動

●研修会の開催、参加 ・日帰り旅行・世代交流イベント開催事業

など様々な事業を行っています。

＊興味のある事業だけ参加したいのですが…。

「社会奉仕活動だけ参加したい」「グラウンド・ゴルフだけ参加したい」といった方ももちろん大歓迎です。

＊どの地区のクラブにも入会できるの？

基本的には自分の住んでいる地区のクラブに加入していただきます。（※ご相談ください）

＊ためしに参加してみたいのですが…。

体験入会ができます。下記のふじさんシニアクラブ富士宮事務局にお問い合わせください。

ふじさんシニアクラブ富士宮事務局

富士宮市総合福祉会館内

☏ ０５４４－２２－０２94
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富士宮市シルバー人材センターは、営利を目的としない公共的・公益的な団体で企業や家庭、公共団体

などからさまざまな仕事を引き受けて、地域の経験豊かなシルバー会員の皆さんに仕事を提供しています。

私たちにお任せください。

皆さんのお力になります。

会員になるには？会員になったら？

富士宮市にお住いの就業していない６０歳以上の方ならだれでも会員になることができます。

【入会手続き】

毎月１回（月の初め）、センター事務局で入会説明会を行っています。日程や持ち物等については、

センター事務局へお問い合わせください。

【仕事への就業】

ご希望に沿って、センター事務局からお仕事を紹介します。

【就業支援講習会について】

就業に役立つような各種講習会を実施しています。

お仕事をおまかせください‼

地域・能力・体力などを考慮して、適切な会員をご紹介します。

【こんな仕事をしています】

・家事援助、子育て支援・・・買物や掃除、洗濯、食事の支度、病院受診の付き添いなど

・植木の剪定 ・庭の除草 ・公共施設 事業所 病院等の清掃

・駐車場の整理 ・事業所での仕事 ・障子 ふすまの張替え など

※必要な時に必要なだけ労働力を提供できます。

【安心してご利用いただけます】

・利用者の尊重・・・利用者の生き方や気持ちを大切にしています。

・プライバシーの保護・・・個人や家庭の情報を守秘します。

お問い合わせは 公益社団法人 富士宮市シルバー人材センター事務局

〒418-0022 富士宮市小泉569-2

☎0544-23-4008 fax0544-23-5530 e-mail fujinomiya＠sjc.ne.jp

公益社団法人

富士宮市シルバー人材センター

地域社会や自らのために豊かな知識と経験を活かしてみませんか？
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